
 

『マンション評価方法新設へ 一定の補正率設定－国税庁通達』 
 

 国税庁は、居住用の区分所有財産の相続税評価額について、市場価格との乖離等を踏まえ、評価方

法の新設に向けたパブリックコメントを募集している。評価方法としては、（１）一室の区分所有権等に係

る敷地利用権の価額：「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地と

しての価額」とみなして評価する。（２）一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額：「自用家屋として

の価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして評価する。

補正率の算式は、（１）評価水準が１を超える場合：補正率＝評価乖離率（２）評価水準が０．６未満の場

合：補正率＝評価乖離率×０．６。評価乖離率の算式は、〇評価乖離率＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋３.２２０

（「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」及び「Ｄ」は、それぞれ次による。「Ａ」＝当該一棟の区分所有建物の築年数×△０.０３

３。「Ｂ」＝当該一棟の区分所有建物の総階数指数×０.２３９。「Ｃ」＝当該一室の区分所有権等に係る専

有部分の所在階×０．０１８。「Ｄ」＝当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△１．１９５。適用

時期は、令和６年１月１日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用。パブコメの募

集期間は８月２０日（日）まで。 

 

『宿泊業の６割、人手「戻らず」 コロナ禍で雇用減の影響残る』 
 

 帝国データバンクは企業の「正社員・アルバイト」従業員数の動向調査結果を発表した。２０２２年度末

とコロナ前の１９年度末の３年間で、正社員のほか、パート・アルバイトを含めた従業員数が比較可能な

約７万２０００社を調査した結果、３割超の約２万３０００社で、総従業員数がコロナ前に比べて「減少した

（戻っていない）」ことが判明。減少幅を見ると、「１割以下」が１５％で最も多く、 次いで「２～３割以下」が

１４％だった。一方、１９年度から５割超減となった企業も２％あった。 

 雇用形態別に見ると、正社員がコロナ前から「減少」した企業は３１．３％で、なかでも５割超減少した企

業は２．３％あった。一方、非正社員では３４．２％の企業でコロナ前から「減少」し、５割超減少した企業

が９．４％に上った。業種別では、総従業員数が「減少」した割合が最も多いのはホテル・旅館などの宿泊

業で、６２．４％の企業で総従業員数が減少。飲食店や娯楽業、出版・印刷といった業種でも５割超で総

従業員数がコロナ前から戻らず、なかでも飲食店における非正社員の「減少」割合は全業種中で最高

だった。一方、総従業員数が「コロナ前水準（減少の割合が低い）」だった業種は、医療業やソフトウエア

開発などの専門サービスなど。 
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＜夏期休業のご案内＞ 
   

令和５年８月１１日（金）から８月１５日（火）まで休業させていただきます。 

次回の発信は８月２１日（月）の１４７７号です。よろしくお願いいたします。 

http://www.aoi-cms.com/

